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令和５年第８回美祢市農業委員会総会議事録 

 

１ 日     時    令和５年 ７月 ２０日（木） 午前１０時   

 

２ 場     所    美祢市民会館 ２階 大会議室 

 

３ 出席農業委員     議長 山本 正二        

１番 武藤 康志       ２番 伊藤 新司     ３番 俵  薰 

             ４番 井町 哲        ５番 伊藤 美和子    ６番 縄田 善博  

７番 倉増 知        ８番 前田 耕次     ９番 中嶋 友之        

１０番 中野 修       １１番 石田 健治郎   １２番 中嶋 誠      

１３番 安部 好惠      １４番 岸 英法     １５番 馬屋原 眞一 

１６番 髙見 清       １７番 村上 浩一    １８番 安冨 法明  

１９番 山本 正二 

 

４ 事  務  局   事務局長 市村 祥二     副主幹 井村 光敬     主事 小池 正晃              
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

篠田市長 

 

 

 

 

 

 

午前１０時開会 

 

互礼。 

只今より、令和５年第８回美祢市農業委員会総会を開催いたします。 

私は、本日の臨時議長選出までの進行をさせて頂きます。農業委員会事務局長の市村です。よろしくお願いします。 

本日の総会は、お手元の総会次第により進めさせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

今回は、農業委員会法改正による選挙制度が廃止され、新たな制度により任命された３回目の総会であります。委員の皆さん、本

日は誠におめでとうございます。 

それでは、市長からの辞令書の交付に入らせて頂きます。 

 

今からお名前を申し上げますので、呼ばれた方はお返事をされ、ご起立後、一礼され、ご着席願います。 

 

（読み上げ） 

 

代表しまして山本正二 様、お願いします。 

 

（辞令交付） 

 

続きまして、 篠田美祢市長からご挨拶を頂きます。よろしくお願いします。 

 

一言ご挨拶を申し上げます。改めまして皆さんおはようございます。 

皆様方には平素より市政に対してご理解とご協力をいただいておりますことを、また特に本市の農業振興にあたっては多大なご尽

力をいただいておりますことを、まずもってお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。 

さて、農業委員の皆様方におかれましては、６月議会において議案を上程させていただき、全会一致で同意されました。誠におめ

でとうございます。引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上げます。 

また、農業を取り巻く環境というのは依然として厳しいわけでございます。課題が山積しておりながら、課題解決に効果的な施策

を打ち出せないジレンマもあるわけでございます。引き続き農業者支援に向け、遊休農地の解消に向けこちらも精一杯努めてまい
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事務局 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井町臨時議長 

 

る所存であります。 

農業委員の皆様には、農地法に基づく公平適正な事務執行を引き続きお願いするとともに、地域計画の推進にもお力添えを賜りま

すよう切にお願い申し上げます。 

結びに皆様方のご健勝とご活躍、そして農業委員会のますますのご発展を祈念申し上げまして甚だ簡単ではございますが、挨拶と

させていただきます。 

 

ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、市長は公務の都合により退席されます。ありがとうございました。 

 

それでは議事に入ります。 

会議の成立ですが、美祢市農業委員会会議規則第５条により、会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない、

とありますが、本日は１９名の委員が全員出席でございますので、成立いたしております事をご報告申し上げます。 

農業委員会事務局の職員を紹介いたします。 

まず私でございますが、７月１０日付で農業委員会の事務局長を拝命いたしました市村でございます。よろしくお願いいたします。 

 

副主幹の井村といいます。よろしくお願いします。 

 

主事の小池と申します。よろしくお願いします。 

 

臨時議長の指名をしたいと思いますが、その前に仮議席指定を行います。議事進行上、只今着席されている議席を仮議席とさせて

いただきます。 

それでは、臨時議長の選出につきまして、地方自治法第１０７条に基づき、最年長者の仮議席番号５番の井町委員によろしくお願

いします。それでは、前の議長席にお願いします。 

井町臨時議長、一言よろしくお願いいたします。 

 

ただいま指名をいただきました井町でございます。年長者ということでご理解をいただきたいと思っております。このような臨時

議長の職は初めてでございます。皆様方にご迷惑をお掛けすることがあろうかと思いますが、委員の皆様方のご協力をいただきな
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委員 

 

井町臨時議長 

 

 

 

事務局 

 

 

井町臨時議長 

 

委員 

 

井町臨時議長 

 

 

 

中野委員 

 

井町臨時議長 

 

 

 

がら議事を進めてまいりたいと思っておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入りたいと思います。 

美祢市農業委員会会議規則第１６条第２項の規定により本日の議事録署名人２名を指名しますが、ご意義ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ありがとうございます。異議なしと認めます。仮議席番号３番 伊藤新司委員、仮議席番号４番 伊藤美和子委員よろしくお願い

いたします。 

会期については、本日１日限りです。 

それでは、美祢市農業委員会会長の互選について、議題といたします。事務局からの説明をお願いします。 

 

農業委員会等に関する法律第５条第２項によると、会長は、委員が互選した者を持って充てる、とあります。 

互選については、自薦並びに他薦の形でお願いしたいと考えています。以上でございます。 

 

ありがとうございます。事務局から説明がありましたが、互選方法は、自薦並びに他薦の形で行ってよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

ありがとうございます。それではどなたかいらっしゃいますか。 

推薦でも結構です。 

はい、中野委員。 

 

今、大変な時ではあるし、ここは山本委員でいかがでしょうか。 

 

はい、ありがとうございます。他にございませんか。 

はい、岸委員。 
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岸委員 

 

 

井町臨時議長 

 

井町臨時議長 

 

委員 

 

井町臨時議長 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

山本議長 

 

 

 

委員 

 

山本議長 

 

 

山本委員がいいと思います。 

山口県農業会議所の理事もやられておりますので。そういうことも含めまして引き続きお願いしたいと思います。 

 

はい、ありがとうございました。他にございませんか。 

 

山本委員への推薦がありました。皆さんにお伺いしますが、山本委員でよろしいでしょうか。 

 

（はいの声） 

 

ありがとうございました。山本委員、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

ただいま山本委員の了解がありましたので、新会長が決定をいたしました。これで私の職務は終わります。席に戻らせていただき

たいと思います。ご協力ありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

井町臨時議長ありがとうございました。 

それでは、山本会長就任のご挨拶をお願いします。 

 

今期も会長をお願いしますということでございます。皆さんこれまで通り、あたたかいご支援とご協力お願いいたします。 

それでは続きまして、美祢市農業委員会会長職務代理者の互選について協議したいと思います。 

先ほどの会長を選任したものと同じ方法で互選に移りたいと思います。よろしゅうございますか。 

 

（はいの声） 

 

はいありがとうございます。それではどなたか職務代理を推薦される方、いらっしゃいましたら挙手をして発言をお願いします。 
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中野委員 

 

山本議長 

 

安冨委員 

 

山本議長 

 

委員 

 

山本議長 

 

 

 

 

委員 

 

山本議長 

 

 

 

 

山本議長 

 

 

 

 

 

安冨委員がいいと思います。 

 

安冨委員になってほしいっていうことですので、よろしゅうございますか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。 

 

（拍手） 

 

ただいま、安冨委員の了承を得て、会長職務代理者が決定いたしました。安冨委員よろしくお願いをいたします。 

続きまして、議席の決定について協議いたします。決定については、美祢市農業委員会会議規則第８条に基づき、抽選で決定した

いと思います。 

よろしゅうございますかね。 

 

（はいの声） 

 

ありがとうございます。それでは五十音順の会議席番号１番の方から抽選をよろしくお願いいたします。名札と一緒に自分の番号

の席へ移動をお願いいたします。 

 

（抽選） 

 

議席が決定しましたので発表いたします。２回申し上げます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本議長 

 

 

事務局 

 

 

 

山本議長 

 

委員 

 

山本議長 

 

 

 

それでは新しい議席を発表したいと思います。 

１番 武藤康志 様、２番 伊藤新司 様、３番 俵薰 様、４番 井町哲 様、５番 伊藤美和子 様、６番 縄田善博 様、

７番 倉増知 様、８番 前田耕次 様、９番 中嶋友之 様、１０番 中野修 様、１１番 石田健治郎 様、 

１２番 中嶋誠 様、１３番 安部好惠 様、１４番 岸英法 様、１５番 馬屋原眞一 様、１６番 髙見清 様、 

１７番 村上浩一 様、１８番 安冨法明 様、１９番 山本正二 様。 

 

もう１度仮議席から順番に番号言っていきます。 

１３番 安部好惠 様、１１番 石田健治郎 様、２番 伊藤新司 様、５番 伊藤美和子 様、４番 井町哲 様、 

１４番 岸英法 様、７番 倉増知 様、１６番 髙見清 様、３番 俵薰 様 、９番 中嶋友之 様、１２番 中嶋誠 様、 

１０番 中野修 様、６番 縄田善博 様、８番 前田耕次 様、１５番 馬屋原眞一 様、１番 武藤康志 様、 

１７番 村上浩一 様、１８番 安冨法明 様、１９番 山本正二 様。 

以上でございます。 

 

それでは新しい議席に着席されましたので、会議を再開いたします。 

議案第１号 美祢市農地利用最適化推進委員の委嘱承認についてを議案といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

朗読。 

こちらについては７月１８日の審査会で委員の方が承認されました。第７回の総会を行いまして報告しております。本日こちらの

１９名につきまして、皆様方の選出をいただきまして確定したいと思っております。以上でございます。 

 

ありがとうございます。委員の皆さんから何かこの件につきましてご意見ございましたらお願いいたします。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がありますがよろしゅうございますか。 

そしたら挙手を持って決議いたしたいと思います。賛成の委員の挙手をお願いいたします。 
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委員 

 

山本議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本議長 

 

 

 

委員 

 

（挙手） 

 

ありがとうございます。全員賛成よって承認されたものといたします。なお、本日承認されました美祢市農地利用最適化推進委員

については、７月２６日に委嘱状の交付をいたします。 

続きまして議案第２号 任意部会の部会長についてを議案といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

朗読。 

部会につきましては３点ほど説明させていただきます。 

まず１点目、部会の位置づけですが、農業委員会等に関する法律第１６条に部会の設置及び構成が書かれていますが、部会を設置

するには定数を条例で定めなければなりません、引き続き任意の部会でお願いしたいと思います。 

２点目、部会名でありますが、農地調整部会と農業振興部会がありどちらかに所属していただきます。それでは部会についてご説

明します。 

まず、農地調整部会ですが、法令業務と言われ主に農地の権利移動や転用業務についての許認可や、農地を中心とした農地行政の

執行をはじめとした農地に関する資金や税制、農業者年金などの懸案事項を協議する場でございます。 

次に、農業振興部会ですが、農業振興業務と呼ばれ主に農地の利用調整、最適化の推進についてを中心に地域農業の振興をはかる

業務でございます。法人の農業経営の合理化、農業および農業者に関する調査研究や情報提供、意見の公表などの懸案事項につい

て協議する場でございます。 

こちらについては分け方ですが、会長と職務代理者を除き、委員に希望を募りたいと思います。 

３点目、各部会構成員が決まりましたら、部長・副部長の選出を各部会に分かれて選出していただきたいと思っております。各部

会において投票で選出される場合は投票用紙を用意していますので事務局まで申し出てください。 

以上３点でございます。 

 

ありがとうございます。 

それでは部会の選出に移りたいと思います。これまで部会の選出につきましては、席順番号の奇数と偶数で分けておりました。そ

のような形で部会を分けたいと思いますがいかがでしょうか、よろしゅうございますか。 
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山本議長 

 

 

 

委員 

 

山本議長 

 

岸委員 

 

山本議長 

 

 

委員 

 

山本議長 

 

 

 

 

 

 

 

馬屋原委員 

 

委員 

（はいの声） 

 

よろしければどちらの部会に所属するかでございます。これにつきまして、私の勝手な思いなのでございますけれど、岸委員は色

んな答申とか意見書作りに６年くらい奮闘していただいております。非常に素晴らしいものが出来ております。岸委員に振興部会

に所属してほしいなというふうに思っております。皆さんいかがでしょうか。 

 

（拍手） 

 

ただ、まだ岸委員が部会長になったというわけではございません。岸委員何番ですかね。 

 

１４番、偶数です。 

 

偶数の番号の方が農業振興部会、奇数の番号の方が農地調整部会ということで部会を分けたいと思います。よろしゅうございます

ね。 

 

（はいの声） 

 

はい、ありがとうございます。それでは部会ごとに分かれていただいて、部会長、副会長を決定していただきたいというふうに思

います。しばらくの間休憩といたします。 

（休憩） 

それでは会議を再開いたします。ただいま農地調整部会、農業振興部会の部長、副部長が決定いたしましたので発表いたします。

農地調整部会部長 馬屋原委員、副部長 武藤委員、よろしくお願いいたします。 

そして農業振興部会部長 岸委員、副部長 縄田委員、よろしくお願いいたします。 

それでは各部長より挨拶を一言お願いいたします。 

 

それでは只今紹介されました調整部会の馬屋原でございます。よろしくお願いします。 
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岸委員 

 

委員 

 

山本議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（拍手） 

 

農業振興部会の部長に選出された岸でございます。引き続き会の振興に貢献してまいりますので、これにて挨拶にいたします。 

 

（拍手） 

 

ありがとうございます。大変でしょうがよろしくお願いいたします。 

その他の方に移りたいと思います。事務局より何かありましたらお願いいたします。 

 

配布資料の説明をさせていただきます。 

袋の中に農業委員会証を入れてあります。任期は令和５年７月２０日から令和８年７月１９日までの３年間です。 

お名前、住所、生年月日のお間違えが無いかを確認してください。間違えがあれば後程事務局まで言ってください。裏面には農業

委員会等に関する法律が抜粋して印刷してあります。皆さんについては非常勤の特別公務員です。職務上知り得た秘密は退職後も

漏らしてはいけません。そして地方公務員法第３４条の秘密保守義務が書かれておりますのでご確認ください。名札入れも入れて

おりますので、よろしくお願いします。 

続いて、全国農業会議所と連名で、農業委員ご就任のお祝いと全国農業新聞のご活用のお願いについて、があります。新人の委員

の方等まだ農業新聞未購読の方はお願いできればと思っております。 

続いて、農業委員会の主なスケジュールと会議規則等の説明させていただきます。一枚紙の農業委員会の主なスケジュールという

のがございます。７月２６日に推進委員の任命式を行います。お二人の新人委員については、そちらに来ていただいて、研修等行

いたいと思っております。 

最後に、今後の日程等についてお話をさせていただきます。 

また、次回の総会等の予定をご説明いたします。 

第９回総会は、８月１７日木曜日、午後２時から、美祢市民会館２階大会議室で行います。 

農業相談日は８月８日火曜日で、実施の有無については、事前に担当委員へご連絡します。担当委員は、安部委員、伊藤委員、井

町委員にお願いしたいと思っております。 

現地調査の日でございます。８月７日月曜日です。 

現地調査につきまして、村上委員と髙見委員にお願いします。 
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山本議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その日都合の悪い方いらっしゃいましたら、事務局にご報告をお願いします。 

この後、辞令書を山本新会長の方から皆さんにお一人お一人お渡しをいたします。 

それから新しい会長、職務代理、それぞれの部会長はこの後１１時頃から市長表敬訪問に伺いますのでご準備のほうよろしくお願

いします。私の方からは以上です。 

 

それでは以上を持ちまして総会を終了したいと思います。 

現地調査は席順のおしまいから２名ずつ。そして相談日は美祢、美東町、秋芳町の委員が五十音順で回っていきます。ただ新しい

委員には申し添えておきますが、いくら相談日に来たくても相談者が無いときは中止となりますので、その辺はご了承ください。

よろしくお願いいたします。 

それでは最後に互礼を行います。 

 

互礼。 

 

午前１０時２５分閉会。 

 

 

議事録は正確なることを認め署名する。 

                               令和５年７月２０日 

議長                    

                                  署名委員                  

署名委員                  
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